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案件名 「藤枝市立地適正化計画」（案）

「藤枝市立地適正化計画」（案）に対し、ご意見をいただきありがとうございました。
提出された意見の内容（要約）及び意見に対する市の考え方は次のとおりです。

パブリックコメントの結果

（１）意見提出者の数　　　　　　　 2

（２）提出された意見の数　　　　　 4

意見の反映状況

（１）反映した意見　　　　　　　　　 3

（２）既に盛り込み済みの意見　　　　　　1

（３）今後の参考とする意見　　　　　

（４）反映できない意見　　　　　　　

（５）その他（質問含む）　　　　　　

意見の反映状況一覧

№ 意見の内容 市の考え方 反映結果

1

駅や市役所周辺のことだけでな
く、市街化調整区域の今後につ
いても記載すべきではないか。

（Ｐ３８）市街化調整区域について
は、地域ごとの特性を活かし、多様な
自然環境と調和し、ゆったりとした暮
らしができる居住環境を保つ「自然環
境調和区域」と定めています。
（Ｐ３４・３５、Ｐ７５・７６）土地
利用の弾力化と農地保全とのバランス
を考慮する中で、各地区交流センター
等を中心とした「地区拠点」の居住と
生活利便性の確保や、新たな居住・産
業拠点を創出し、地域の活性化と持続
的な発展に向け取り組むことと記載し
ております。

既に盛り込み
済みの意見

2

Ｐ３２　（１）コンパクトな居
住と（２）まちの中心となる２
拠点の本文冒頭は同じ内容の繰
り返しではないか。

（Ｐ３２）文章について、見直しを行
い、修正いたします。

反映した意見

3

Ｐ６１　高校、中学校、小学校
を誘導施設に指定しない理由に
一定程度の用地が必要とある
が、立地することは望ましいの
で誘導施設とすれば良いのでは
ないか。

（Ｐ６１）小中学校は全市的な配置を
考慮すべきであることを踏まえ誘導施
設の指定はいたしません。高校につい
ては、まちのにぎわい・活力の創出に
資する施設であり立地が望ましい施設
ですので、誘導施設に指定する修正を
いたします。

反映した意見



：

：toshiseisaku@city.fujieda.lg.jp

4

近年の水害の頻発は心配であ
り、防災指針に様々な取組の記
載があるが、短期間に改善する
ことは難しいと思うので、でき
る対策は積極的に取り入れてほ
しい。公園や広場、空き地も水
を貯める機能があると思うの
で、そうした面での整備は進め
られないか。

（Ｐ６９、Ｐ９２）具体的な取組の一
つに「計画的な都市公園整備（一時避
難所の整備促進）」を記載していま
す。公園や緑地については、水害対策
としての雨水貯留浸透機能を有する施
設にもなることから、取組施策として
追記いたします。

反映した意見

意志決定後の計画、策定案の内容

資料
藤枝市立地適正化計画（案）

意見公表場所
市ホームページ・市役所行政情報コーナー・都市政策課・岡部支所・
文化センター・各地区交流センター
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